
長野県内の子どもの性被害と条例の適用状況について

１ 子どもの性犯罪被害の状況（警察統計：暦年）
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２ 長野県子どもを性被害から守るための条例 適用状況（H28.11～）

威迫等による性行為等（条例第17条第1項） 0件

威迫等に該当しない性行為等（本県罰則なし：第2類型※） 4件

深夜外出制限違反（条例第18条第2項） 2件

6件の状況

(1)行為者（大人） 県内4人 県外2人

(2)被害者（子ども） 男子1人 女子5人
13歳未満 0人 13歳～15歳未満 3人 15歳～18歳未満 3人(行為時）

(3)行為者と知り合ったきっかけ
インターネットを介して知り合った 6件

(4)事案発覚の経緯
行方不明届、職務質問、サイバー補導、関係者からの相談

(5)事案後の対応
家庭での監護 6件

県民文化部次世代サポート課

※青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っているとしか認められないよう

な性交又は性交類似行為

平成29年度第1回長野県青少年問題協議会
提出済資料



（参考）都道府県別青少年健全育成条例の摘発件数（H27：暦年）
全国 淫らな性行為等 1,266件 深夜外出制限違反 1,030件
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淫らな性行為等

深夜外出制限違反

３ 長野県性暴力被害者支援センター（りんどうハートながの）の相談状況（H28.7～H29.3)

総相談件数70件のうち、被害時年齢が18歳未満であった相談は19件

70件の事案に対してセンターが行った対応について、平成29年（2017年）5月15日開催の
長野県性暴力被害者支援センター運営会議に報告し、委員から助言・指導を受けている。

被害時年齢が18歳

未満の件数
5件 19件

注）「強姦」や「強制わいせつ」等の分類は、相談内容から判断したもの（警察認知ではない）
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他県の青少年健全育成条例違反により、
長野県警が摘発した事案 1件

４ 児童相談所における性的虐待の相談対応状況
平成28年度の県内児童相談所における児童虐待相談対応件数は1,909件であり、うち、
性的虐待は22件となっている。

(年度） H24 H25 H26 H27 H28

性的虐待 11件 23件 29件 11件 22件


